
第１回議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議 事項書 

 
 

平成 23年７月 15日代表者会議終了後 
議事堂２階２０１委員会室 

 
 
１ 議会改革推進会議会長あいさつ 

 
 
 
 
 
 
 
２ 座長及び副座長について 

 
 
 
 
 
 
 
３ 今後の進め方等について 

  

※ 添付資料 

資料１   議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議名簿 

資料２   議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議の設置について 

資料３   三重県議会基本条例の検証検討の契機 



 

議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議名簿 

 

役 職 名     前 会 派 名 

座 長 竹上 真人 議員 自民みらい 

副座長 稲垣 昭義 議員 新政みえ 

委 員 日沖 正信 議員 新政みえ 

委 員 後藤 健一 議員 新政みえ 

委 員 藤根 正典 議員 新政みえ 

委 員 西場 信行 議員 自民みらい 

委 員 中嶋 年規 議員 自民みらい 

委 員 中村欣一郎 議員 自民みらい 

委 員 中川 康洋 議員 公明党 

 

 

資料１ 



 

議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議の設置について 

 

 

 平成２３年６月１４日の議会改革推進会議役員会において、４年を経過した議会基

本条例の検証・検討を行うため、プロジェクト会議を設置することが決定されたので、

次のとおり処置する。 

 

 

１ 名称 

  「議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議」 

 

２ 目的 

  議会基本条例に関して検証及び検討を行い、結果を取りまとめる。 

 

３ 構成 

○９名の委員で構成する。 

○正副座長については議会改革推進会議役員から選出する。 

 

４ その他 

  検討方法、スケジュールは、発足後のプロジェクト会議において定める。 

 

 

 

 

平成23年６月24日議会改革推進会議役員会において、上記のとおり決定 

資料２ 



三重県議会基本条例の検証検討の契機 

 

○「三重県議会における議会改革のさらなる取組」 

―改革度№１議会の次への展開－ 

（ 三重県議会議会改革諮問会議 最終答申）(抄)  平成２３年１月２４日 

６ その他 

（１）議会基本条例の見直し 

三重県議会における議会基本条例の制定は、都道府県議会としては全国で初めてであ

り、全国の他の自治体に与える影響には大きなものがあります。平成 21年度に実施し

た県議会議員アンケートでも、議会基本条例の制定について多くの議員が効果があった

と評価しています。 

しかし、同年度に実施した県民アンケートによると、県民がこの条例の存在を知って

いるとする割合は僅か 26.7％となっています。三重県議会における議会基本条例は、

これまでの議会改革の取組を後戻りさせることなく、さらに改革に取り組むことを決意

するために制定されたという経緯があるものの、現在の条例内容は主に議会運営の基本

事項を定めており、その後の議会活動内容や今後、新たに取り組むべき方向性などを踏

まえて、必要に応じて適宜、見直していく必要があります。 

 

 

 

 

 

○議会改革諮問会議「最終答申」への対応方向（議会改革推進会議関係）(抄) 

H23.2.14、議会改革推進会議役員会 

６ その他  

（１）議会基本条例の見直し 

○議会活動の内容や今後、新たに取り組むべき方向性などを踏まえて、適宜、見直して

いく必要。 

＜対応方向＞（平成 23 年度中に検討） 

本県議会の活動状況や今後の方向性を整理しつつ、議会基本条例の検証検討を行う。 

 

資料３ 


